
 

個人情報保護規程 

第１章 総  則 

（目的） 

第１条 本規程は、株式会社２１世紀経営企画（以下「会社」という）が取り扱う個人情報の適切な保護を目

的として、個人情報保護の実施要領を定めるものである。 

（定義） 

第２条 本規程による個人情報とは、個人情報保護法、個人情報保護に関する法律についての経済産業分野を

対象とするガイドライン、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、及び JIS Q 15001に

定義されるものをいう。 

（適用範囲） 

第３条 個人情報の処理形態にかかわらず、事業活動に伴い、会社が個人情報を自ら主体となって収集、利用

または提供する個人情報および営業などが業務活動の一環として収集する個人情報に適用する。 

第２章 個人情報保護の実施主体 

（個人情報管理責任者） 

第３条 個人情報管理責任者は、会社の個人情報保護施策に関する統括的な管理責任を有する。個人情報管理

責任者は、代表取締役 横山和美とする。 

２ 個人情報管理責任者は、本規程に定められた事項を理解および遵守するとともに、会社における個人情報

の収集、利用または提供の状況を把握し、取扱者に個人情報保護施策を理解および遵守させるための教育訓

練、安全対策の実施などの措置を行う。 

３ 適時に本規程を見直し、個人情報を適切に保護するための最適な内容をつねに維持する責務を有する。 

（個人情報管理者および担当者） 

第４条 個人情報管理責任者は、個人情報管理者、個人情報担当者を任命する。 

２ 個人情報管理者は、本規程に定められた事項を理解および遵守するとともに、各部署において個人情報の

収集、利用または提供に従事する利用者に本規程を理解および遵守させるための教育訓練、各部署内ルール

の整備、安全対策の実施および周知徹底などの措置を実施する責務を有する。なお、当社社員の個人情報の

場合にあっては、「各部署」を「会社」と読みかえるものとする。 

 (1) 各部署・個人情報担当者が個人情報の収集、利用または提供を実施する場合、個人情報管理者の許可

を必要とする。 

(2) 複数部署にまたがった協業により個人情報の収集、利用または提供を実施する場合、個人情報管理者と

個人情報責任者が協議の上で担当する個人情報管理者を決定する。 

３ 個人情報担当者は個人情報管理者の指示のもと、入力・書換え等をおこなう。 

４ 上記によらず、個人情報管理者を必ず一名選任する。 

 

（個人情報相談窓口） 

第５条 個人情報責任者は、個人情報相談窓口をおく。 

２ 個人情報相談窓口は、個人情報の情報主体から自己の個人情報に関する照会などがあった場合、情報主体

の利益のために対応窓口として白ら対応し、または本規程に従い管理者、担当者に対応させる責務を有する。 

（利用者） 

第６条 会社において個人情報の収集、利用に従事する利用者は、本規程に定められた事項を理解および遵守

するとともに、個人情報責任者の指示に従い個人情報を保護するとともに、個人情報に係る秘密を保持する

責務を有する。 



 

第３章 個人情報保護の実施要領 

（個人情報の特定と社内手続） 

第７条 個人情報を自ら主体となって収集する必要のある場合は、事前に収集する個人情報の種類、収集目的、

利用・提供の有無、外部委託の有無、個人情報管理者、担当者の範囲、情報主体への通知文書、個人情報相

談窓口などの必要な事項を明確にした伺いを起案し、個人情報管理責任者の決裁を受ける。 

（収集の制限） 

第８条 個人情報の収集は、会社の正当な事業の範囲内で、収集目的を明確に定め、適法かつ公正な手段によ

り、その目的の達成に必要な限度において行う。 

（センシティブ情報収集の禁止） 

第９条 思想、宗教、また社会的差別の原因になるようなセンシティブ情報については、収集、利用または提

供してはならない。 

  ただし、当該情報の収集、利用または提供についての情報主体の明示的な同意がある場合、および法令に

特段の規定がある場合または司法手続上必要不可欠である場合については、この限りではない。 

（情報主体から直接収集する場合の措置） 

第10条 情報主体から直接に個人情報を収集する際には、情報主体に対して、少なくとも、次に掲げる事項を

書面またはこれに代わる方法により通知し、当該個人情報の収集、利用、提供または預託に関する同意を得

る。 

 (1) 会社の個人情報に関する管理者の氏名または職名、所属および連絡先 

 (2) 個人情報の収集および利用の目的 

 (3) 個人情報の提供を行うことが予定される場合、その目的、当該情報の受領者または受領者の組織の種

類、属性および個人情報の取扱いに関する契約の有無 

 (4) 情報処理、作業などの委託に伴い個人情報の預託を行うことが予定されている場合は、その旨 

 (5) 個人情報の提供の任意性および当該情報を提供しなかった場合に生じる結果 

 (6) 個人情報の開示を求める権利および開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求

する権利の存在ならびに当該権利を行使するための具体的方法 

（情報主体以外から間接収集する場合の制限） 

第11条 情報主体以外からの間接的な個人情報の収集は、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの場合以外は、

行ってはならない。 

 (1) 情報主体からの個人情報の収集時に、会社への情報の提供に関する情報主体の同意を得ている提供者

から収集を行う場合 

 (2) 初回の通知をするために、氏名、連絡先など、通知に必要な範囲の個人情報を、不特定の者に公開さ

れた情報から収集する場合 

   ただし、この場合は、間接収集した情報主体すべてに通知し、通知文書には第10条の(1)から(4)および

(6)に関する事項を記載し、削除の要求があった場合には当該情報主体の個人情報すべてを削除すること

を条件とする。連絡に必要な範囲を越える個人情報の収集は、直接収集によるものとする。 

 (3) 正当な事業の範囲内であって、情報主体の保護に値する利益が侵害されるおそれのない収集を行う場

合 

（利用および提供範囲の制限） 

第12条 個人情報の利用および提供は、次の(1)または(2)に該当する場合を除き、情報主体から同意を得た範

囲内でのみ行う。 

 (1) 法令に基づいて利用が必要となる場合 

 (2) 情報主体や公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合 

（収集目的の範囲外で利用・提供する場合の措置） 



 

第13条 情報主体から同意を得た範囲を越えて個人情報の利用および提供を行う場合は、あらためて第10条の

(1)から(4)および(6)に関する事項を書面またはこれに代わる方法で情報主体に通知し同意を得たうえで行

う。 

  また、この場合には第７条に準じて社内手続を必要とする。 

（情報主体から相談を受けた場合の措置） 

第14条 情報主体から相談を受けた場合の措置は次のとおりとする。 

 (1) 会社が自ら収集主体となって収集した個人情報に関し、情報主体から自己情報の開示を求められた場

合、情報統括管理部の個人情報相談窓口が速やかに対応する。 

 (2) 会社がすでに保有している個人情報について、開示の結果、誤った情報があって訂正または削除を求

められた場合、これに応ずるとともに、その結果を可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知し、

これに準じた対応を要請する。ただし、当社社員の個人情報については、人事制度上不適切と判断される

場合は、この限りではない。 

 (3) 会社がすでに保有している個人情報について、情報主体から自己情報の利用を拒まれた場合は、個人

情報相談窓口が対応する。 

   ただし、第13条に掲げる制限(1)または(2)に該当する場合は、この限りでない。 

 (4) (1)、(2)の開示、訂正などの請求を受けた場合は、個人情報相談窓口が情報主体からの相談の日付、

内容、対応などを記録し、記録内容を保管する。これらの記録についても、個人情報として取扱う。 

 

第４章 営業が収集する個人情報保護の実施要領 

（収集の制限） 

第15条 営業などが業務活動の一環として個人情報を収集する場合には、直接面談などによる聴取や名刺の受

領を収集方法の限度とする。 

  それ以外の方法で収集する場合は第1３条に準ずる。 

（センシティブ情報の収集の禁止） 

第16条 営業などは、センシティブ情報を収集、利用または提供してはならない。 

（利用の制限） 

第17条 営業などが業務活動の一環として収集する個人情報は利用目的の範囲でなければならない。 

（提供の制限） 

第18条 営業などが業務活動の一環として収集する個人情報は、面談、電話など何らかの方法で情報主体の承

諾を得たもの以外は、社外に提供してはならない。 

（情報主体から相談を受けた場合の措置） 

第19条 営業などが業務活動の一環として収集した個人情報に関し、情報主体から白己の情報について開示、

訂正、削除を求められた場合は、情報主体との面談などによりその要求を確認し、速やかにこれに応ずる。 

第５章 個人情報の適正管理 

（個人情報の管理） 

第20条 個人情報は、次の(1)～(5)に従って、適正に行うものとする。 

 (1) 個人情報責任者は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理す

る。センシティブ情報については、特に慎重な管理を行う。 

 (2) 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどを防止するための措

置を講ずる。 

 (3) 個人情報を含む文書、電子化情報の取扱いについては、「機密情報管理規定」に従う。 

 (4) 個人情報の管理部門は、個人情報の安全対策に係る管理マニュアル、管理要領などを文書化し各部署



 

内に徹底を図る。なお、当社社員の個人情報の場合にあっては、「部署内」を「会社内」と読みかえるも

のとする。 

 (5) 会社が、情報処理を委託するなどのため個人情報を会社外に預託する場合には、当社と同等以上の個

人情報保護水準にあると認められる事業者を選定し、別に定める確認書により、管理者の指示の遵守、個

人情報に関する守秘義務、再提供の禁止、契約終了時の個人情報の返却・消去および事故時の責任分担を

担保するとともに、確認書を個人情報の保有期間にわたり保存する。 

 

付  則 

（個人情報漏洩事故対策本部の設置） 

第１条 万が一個人情報等の漏洩事故の発生が発覚した際には個人情報漏洩事故対策本部を設置して対応にあ

たるものとする。 

２ 個人情報事故対策本部の責任者である本部長には代表取締役社長が着任し、社外対応委員会委員長及び社

内統制委員会委員長は本部長が任命する。 

３ 個人情報漏洩事故対策本部の体制は以下の通りとする。 

 

        

 

 

 

 

 

 

     

 

（制定および改廃） 

第２条 この規程の制定および改廃は、情報統括管理部責任者が起案し取締役会の決議により決定する。 

（実施） 

第３条 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
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